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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 
備考 

(制度 URL、その他) 
担当部署 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

岩手県 久慈市 自家消費型再エネ発
電システム導入促進
事業補助金 

補助金 ①、②のいずれにも該当する者。 

①久慈市税を滞納していない者。 

②次の各号のいずれかに該当する者。 

※ただし、過去にこの告示による補助金の交付を受けた者

に対しては、補助金を交付しない。 

(1) 市内に住所を有する者で、自らが居住しようとする市

内の施設等に自家消費を前提として太陽光発電システム

を設置しようとするもの 

(2) 市内に住所を有する者で、自らが居住する目的で太陽

光発電システムが設置された市内の施設等を購入しようと

するもの 

(3) 市内に事業所の用に供する施設等を有する者で、当

該施設等に自家消費を前提として太陽光発電システムを

設置しようとするもの 

(4) 市内に本店、支店、営業所等を有し、市内に所在する

施設等においてオンサイト PPA モデル事業を実施しようと

する発電事業者 

１万円/１kW（上限：
50kW 未満） 

R3 年度～ ※詳細は交付要綱を
確認願います。 
https://www.city.kuji.iw
ate.jp/kurashi/kankyo/
saise/solarsystem_hojo
.html 

久慈市港湾エネルギ
ー推進課           
0194-52-2369       

宮城県 県 市町村振興総合補助
金（メニューNo.6 公衆
浴場安定確保対策事
業） 

補助金 市町村が公衆浴場業者の行う公衆浴場の確
保のために要する経費について補助する場合
に、当該補助に要する経費について当該市町
村に対して助成する。 

市町村が交付した補助
金額の 1/2 に相当する
額以内。 
補助対象限度額：330
万円 
（対象経費） 
太陽熱利用施設の更
新に要する経費。ただ
し，以下の耐用年数を
経たもの。 
耐用年数利用施設：10
年 

平成 17 年
度から実施 

http://www.pref.miyagi.
jp/site/tiikisinnkou/so
ugouhojokin-index.html 

【市町村振興総合補
助金担当】 
企画部 
地域復興支援課 
022(211)2425 
【メニュー事業担当】 
環境生活部食と暮ら
しの安全推進課 
環境水道班 
022(211)2645 

埼玉県 県 スマート CO2 排出削
減設備導入補助金 

補助金 民間事業者（県内で 1年以上事業活動を営
んでいる法人及び個人事業主）。会社にあっ
ては、中小企業基本法（昭和 38 年法律第
154 号）第２条第１項の各号のいずれかに
該当するもの。 

補助率 1/3（上限額
5,000 千円）又はエ
ネルギー管理シス
テム（EMS）の同時
導入で補助率 1/2
（上限額 10,000 千
円） 

未定   温暖化対策課 
計画制度・排出量
取引担当 
048-830-3021 
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 
備考 

(制度 URL、その他) 
担当部署 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

埼玉県 熊谷市 熊谷市再生可能エネ
ルギー・省エネルギ
ー設備設置費補助金 

補助金 1.市内の事業所に未使用の太陽光発電システム
を設置した者であること。 
2.補助対象となる太陽光発電システムを設置し
た事業所が、風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第 2条第 1項に規定する風俗
営業及び同条第 5項に定める性風俗関連特殊営
業を営んでいないこと。 
3.補助対象となる太陽光発電システムを設置す
る事業所に、建築基準法及び都市計画法等の違
反がないこと。 
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律第 2条第 2号に規定する暴力団と関係を有
していないものであること。 
5.太陽光発電システムを設置した事業所等に、
過去に市からの補助金を受けた同じ種類の設備
がないこと。 
6.補助金の申請時において、市税の滞納がない
こと。 
7.補助対象となる太陽光発電システムを設置
後、法定耐用年数（17 年）以上使用すること。 
8.市が協力を求めた場合、太陽光発電システム
の発電状況等のデータを提供できること。 

1kw 当たり 20,000
円×太陽電池モジ
ュールの（JIS)公
称最大出力値 
（上限額：10 万
円） 
 
※小数点以下第 2
位まで算出し、第 3
位以下切り捨て 

令和 6年 4
月 1 日から
令和 7年 3
月 31 日ま
で 
 
※予算額に
達した場合
は、受付を
終了。 
※地域電子
マネー「ク
マ PAY」で
交付 

https://www.cit
y.kumagaya.lg.j
p/about/soshiki
/kankyo/kankyos
eisaku/kankyose
isakuhojo/04sai
enehojyo.html 

環境政策課 
環境政策係 
電話：048-536-
1547（直通） 
ファクス：048-
536-2009 

埼玉県 戸田市 戸田市環境配慮型シ
ステム等設置費補助
金制度 

補助金 (1)既築の事業所を所有する者で当該事業所にシ
ステムを設置する者 
(2)事業所を新築し、又は取得する者で当該事業
所にシステムを設置する者 
(3)既築の賃貸物件を所有する者で当該賃貸物件
にシステムを設置する者 
(4)賃貸物件を新築し、又は取得する者で、当該
賃貸物件にシステムを設置する者 
※１ 事業所とは、財又はサービスの生産及び供
給が、人及び設備を有して、継続的に行われ
る、工場、製作所、事務所、営業所、商店、飲
食店、娯楽場、病院、農家、倉庫等をいう。 
※２ 賃貸物件とは、アパート、マンション、一
戸建て等、物件の所有者が他人に部屋を貸し出
して賃料をもらうことを目的とした物件及び社
員寮並びに社宅をいう。 

2 万 5 千円にシステ
ムを構成する太陽
電池の最大出力
（ｋW 表示とし、小
数点第 3位以 
下の端数があると
きは、これを四捨
五入）を乗じて得
た額 
（千円未満切捨
て。） 
（上限 20 万円） 

令和 5年 4
月 3 日から 
令和 6年 1
月 31 日ま
で（申請額
の合計が予
算額を超え
た時点で受
付終了） 

戸田市 環境課 
048-441-1800 

東京都 都 地産地消型再エネ増
強プロジェクト 

助成金 民間事業者（民間企業、学校法人、公益財
団法人、医療法人、社会福祉法人等）及び
区市町村 

○中小企業、区市
町村等 
補助率 2/3、上限 1
億円 
○その他 
補助率 1/2、上限
7500 万円 

申請受付：
令和 2 年度
～令和 5年
度 

https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/
chisan-zokyo 

産業労働局産業・
エネルギー政策部
事業者エネルギー
推進課 
03-5320-7783 
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補助金額・限度額 
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東京都 都 地産地消型再エネ・
蓄エネ設備導入促進
事業 

助成金 民間事業者（民間企業、学校法人、公益財
団法人、医療法人、社会福祉法人等） 

○中小企業等 
再エネ発電設備・
再エネ熱利用設
備：補助率 2/3（上
限 2 億円） 
 
○その他 
再エネ発電設備・
再エネ熱利用設
備：補助率 1/2（上
限 2 億円） 

申請受付：
令和 6 年度
～令和 8年
度（予定） 

https://www.tokyo
-
co2down.jp/subsid
y/chisan3 

産業労働局産業・
エネルギー政策部
事業者エネルギー
推進課 
03-5320-7783 

  再エネ設備の新規導
入につながる電力調
達構築事業 

助成金 民間事業者（民間企業、学校法人、公益財
団法人、医療法人、社会福祉法人等） 

補助率 1/2、上限 2
億円 

申請受付：
令和 3 年度
～令和 5年
度 

https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/
saiene-offsite 

産業労働局産業・
エネルギー政策部
事業者エネルギー
推進課 
03-5320-7783 

東京都 都 再エネ電源都外調達
事業（都外 PPA） 

助成金 民間事業者（民間企業、学校法人、公益財
団法人、医療法人、社会福祉法人等） 

以下は、再エネ発電

設備の補助金額・限

度額とする。 

〇フィジカル PPA 

・蓄電池と同時設

置：補助率 2/3、上限

3億円 

・単独設置：補助率

1/2、上限 2億円 

〇バーチャル PPA 

・蓄電池と同時設

置：補助率 1/2、上限

3億円 

・単独設置：補助率

1/3、上限 2億円 

申請受付：
令和 6 年度
～令和 8年
度（予定） 

https://www.tokyo-
co2down.jp/subsidy/
saiene-offsite2 

産業労働局産業・
エネルギー政策部
事業者エネルギー
推進課 
03-5320-7783 

  中小規模事業所のゼ
ロエミッションビル
化支援事業 

助成金 中小企業、学校法人、公益財団法人、医療
法人、社会福祉法人等 

補助率 2/3、上限 1
億 5,000 万円 
再エネ設備（太陽
熱利用設備含む）
を導入する場合は
省エネ設備を導入
していることが条
件 

申請受付：
令和 6 年度 

https://www.tokyo
-
co2down.jp/subsid
y/zeroemi-
building-sme 

産業労働局産業・
エネルギー政策部
事業者エネルギー
推進課 
03-5388-3443 
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 
備考 
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補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

東京都 都 蓄電池等の分散型エ
ネルギーリソースを
活用したアグリゲー
ションビジネス支援
事業 

助成金 東京都事業者用登録アグリゲーター※、都
内に登記簿上の本店又は支店を有している
法人 
※ 特定卸供給事業者等で、本事業に参画す
るために予め登録を受けた者 

補助率 1/2、上限
7,500 万円又は太陽
光発電システムの
発電出力に 15 万円
/kW を乗じた額のい
ずれか低い方 

申請受付:
令和 6 年度
から令和 8
年度 

https://www.tokyo
-
co2down.jp/subsid
y/aggregation_bus
iness_company 

産業労働局産業・
エネルギー政策部
事業者エネルギー
推進課 
03-5388-3915 

東京都 中央区 中央区公衆浴場設備
等整備費補助及び経
費助成 

補助金 (1)東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中央支部

に加入している公衆浴場経営者(2)東京都が定め

る健康増進型公衆浴場改築支援補助要綱に基づ

く補助金の交付決定を受けた事業のうち、同要

綱別表第 1のガス、電気、太陽熱等のクリーン

エネルギーを使用した燃焼設備の設置工事（ク

リーンエネルギー化事業） 

クリーンエネルギ
ー化事業に係る補
助対象経費から東
京都から交付され
た補助金を差し引
いた額に 5 分の 4
を乗じて得た額と
し、一公衆浴場経
営者当たり 160 万
円が限度額 

令和 6年 4
月 1 日から
令和 7年 3
月 31 日 

― 区民部地域振興課
区民施設係 

東京都 台東区 我が社の環境経営推
進助成制度 

助成金 区内の事業所に太陽光発電システムを導入
する事業所（ただし、当該浴場の年間エネ
ルギー使用量が原油換算で 1,500Kl 未満） 

1kW あたり 5万円、
上限 50 万円 

通年 
※予算がな
くなり次第
終了 

https://www.city.
taito.lg.jp/kench
iku/kankyo/jyosei
seido/chalenge.ht
ml 

環境清掃部環境課
普及啓発担当 

東京都 墨田区 
 

公衆浴場衛生設備等
改善資金助成 

助成金 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合墨田支
部加入営業者 

浴場の改善経費 
上限 85 万円 

昭和 56 年
～ 
(平成 28 年
要綱改正で
助成対象経
費の変更）  

  福祉保健部保健衛
生担当生活衛生課 
電話番号 03-5608-
6939 

東京都 大田区 公衆浴場施設等改善
助成 

各浴場から区
へ申請 

区内普通公衆浴場 上限 200 万円 R6.4.1～
R7.3.31 

  産業振興課 

東京都 豊島区 豊島区公衆浴場ガス
燃料化等推進事業補
助金 

補助金 公衆浴場経営者等公衆浴場において太陽光
発電システムを設置し、東京都の「公衆浴
場耐震化促進支援事業及びクリーンエネル
ギー化等推進事業補助」を受けられる見込
みのある場合に、その経費の一部を補助。 

工事費の 4 分の 1
以内かつ 1 浴場あ
たり 110 万円を超
えない額 

平成 20 年 4
月 1 日から 

対象が限定されてい
るのでホームページ
に掲載していない。 

文化商工部生活産
業課 
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東京都 荒川区 荒川区地球温暖化防
止及びヒートアイラ
ンド対策事業(エコ助
成金制度) 

助成金 以下の全てを満たす場合を対象とする。 
〇区内の事業所に施工すること。 
〇特別区民税・都民税（法人は法人都民
税）及び国民健康保険料を滞納していない
こと。 
○建築物の屋根等に設置し、電力会社との
電力受給契約等を締結できること。 
〇(一財）電気安全環境研究所の「太陽電池
モジュール認証」を受けているもの又は同
等以上の性能、品質が確認できること。 

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの
公称最大出力 1kw
当たり 5万円 
(区外業者施工上限
２５万円、区内業
者施工上限３０万
円) 

令和 6年 4
月 1 日～令
和 7 年 2月
14 日 

荒川区 
https://www.city.ar
akawa.tokyo.jp/a024
/kankyou/shoene_ond
antaisaku/4eco_jyos
ei.html 

環境課      
℡03-5811-6850  

東京都 三鷹市 新エネルギー・省エ
ネルギー設置設備助
成金（太陽光発電設
備） 

助成金 市内に事業所等を有し、自ら所有し設備
（中古品を除く）を設置した方。ただし、
設置後６ヶ月以内の設備に限る。 

1kw あたり２万円、
上限 10 万円まで 

令和６年４
月１日～令
和７年３月
31 日。ただ
し、予算の
範囲内で先
着順。 

https://www.city.
mitaka.lg.jp/c_se
rvice/107/107916.
html 

生活環境部環境政
策課 
0422‐29-9612 

  令和６年度三鷹市ゼ
ロエネルギータウン
奨励事業（太陽光発
電設備） 

奨励金 消費するエネルギーの収支をゼロにするこ
とを目指した住宅や建物（ZEH、ＺＥＢ）を
設置する事業者に対し、奨励金を交付す
る。 

太陽光発電：２ポ
イント/kw、１戸あ
たりの上限は 10 ポ
イント 
 
※１事業における
ポイントの上限
は、1,500 ポイント
（1ポイント＝1万
円、千円未満は切
り捨て） 

令和６年４
月１日～令
和７年３月
31 日。ただ
し、予算の
範囲内で先
着順。 

https://www.city.
mitaka.lg.jp/c_se
rvice/107/107879.
html 

生活環境部環境政
策課 
0422‐29-9612 

  令和６年度三鷹市ゼ
ロエネルギータウン
奨励事業（太陽熱利
用システム） 

奨励金 消費するエネルギーの収支をゼロにするこ
とを目指した住宅や建物（ZEH、ＺＥＢ）を
設置する事業者に対し、奨励金を交付す
る。 

高効率給湯設備 
①太陽熱利用シス
テム（自然循環
式）：２ポイント 
②太陽熱利用シス
テム（強制循環
式）：５ポイント 
 
※1 事業におけるポ
イントの上限は、
1,500 ポイント（1
ポイント＝1万円、
千円未満は切り捨
て） 

令和６年４
月１日～令
和７年３月
31 日。ただ
し、予算の
範囲内で先
着順。 

https://www.city.
mitaka.lg.jp/c_se
rvice/107/107879.
html 

生活環境部環境政
策課 
0422‐29-9612 
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 
備考 

(制度 URL、その他) 
担当部署 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

東京都 狛江市 令和６年度 狛江市
地球温暖化対策用設
備導入助成金 

助成金 〇共通要件 
・市税の滞納がない方 
・助成対象機器等の設置に当たり、権利関
係等により必要となる他者の同意が得られ
ている方 
・未使用の助成対象機器等を新たに導入す
る方 
 
〇事業所 
・市内で事業を営んでいる（予定を含む）
方 

(購入)太陽電池モジュ

ール公称最大出力（小

数点以下第３位は切捨

て）１キロワット当た

り２万円。【限度額８万

円、ただし共同住宅の

共有部分に設備を導入

する場合は限度額 20 万

円。】 

 

(リース)交付決定を受

けた年度における２月

末までのリース料金

（電気使用料金を除

く。）の支払合計額。

（限度額１キロワット

当たり２万円を乗じた

額または８万円のうち

低い額） 

 

（PPA）５万円（負担額

が５万円を下回る場合

は、負担額）※架台設

置等の工事費を申請者

が負担する場合に限

る。 

令和６年
４月１日
～令和６
年１月 31
日 

https://www.city.
komae.tokyo.jp/in
dex.cfm/41,127297
,313,2006,html 

環境政策課環境係 
03-3430-1287 

新潟県 新潟県の県及び県内市町村の「新エネルギー等設備・太陽光発電設備の導入に関する支援制度」については下記 URL をご参照ください。 
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/1215972060989.html 

富山県 県 富山県公衆浴場衛生
設備改善等事業補助
金 

補助金 ・県内の太陽熱利用温水設備・脱衣室と浴室
の合計面積が 210 平方メートル以下の一般
公衆浴場 

補助率  1/4 
（補助対象限度額 60
万円） 

S55～ http://www.pref.toyam
a.jp/cms_sec/1207/kj0
0001565.html 

生活衛生課 
076-444-3229 

  富山県公衆浴場施設
等整備事業補助金 

補助金 ・県内の太陽熱利用冷温熱装置・脱衣室と
浴室の合計面積が 210 平方メートル以下の
一般公衆浴場 

日本政策金融公庫資
金借入約定利率に基
づき公庫に支払う、最
終借入日から 60 箇月
間の借入利子相当額
（約定利率 6％を限度）
の 2 分の 1 
(補助対象となる借入
資金の限度額 5,000 万
円） 

S56～   
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 
備考 

(制度 URL、その他) 
担当部署 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

富山県 高岡市 高岡市公衆浴場衛生設
備改善補助金 

補助金 ・太陽熱を利用した給湯施設 
・公衆浴場法第 2 条の規定により富山県知事の
許可を受けた施設であり、物価統制令第 4 条の
規定により入浴料金の価格が統制されているも
の 
・脱衣場と浴室を合わせた面積が 210 平方メート
ル以下のもの 
・市税の滞納のないもの 

経費の 3 分の 1 
(限度額 60 万円) 

H17～ 
 

市民生活課 
0766-20-1351 

富山県 砺波市 砺波市公衆浴場衛生設
備改善等補助金 

補助金 当市において公衆浴場の太陽熱利用温水設備
の改善等を行う者 

経費の 1/4 以内 
(補助対象限度額
600,000 円) 

H16.～ 砺波市公衆浴場衛生設
備改善等補助金交付要
綱 

生活生活課 
0763-33-1372 

富山県 魚津市 魚津市公衆浴場衛生
設備改善事業補助金 

補助金  当市において公衆浴場の太陽熱利用温水設
備の新設又は更新を行う者 

経費の 1/4 以内(補
助対象限度額
600,000 円) 

H17.4～ 魚津市公衆浴場衛生
設備改善事業補助金
交付要綱 

生活環境課 
0765-23-1004 

富山県 射水市 射水市公衆浴場衛生
設備改善事業補助金 

補助金 当市において公衆浴場の太陽熱利用温水設
備の改善を行う浴場業者 

経費の 1/4 以内(補
助対象限度額
600,000 円) 

H17～ 射水市公衆浴場衛生
設備改善事業補助金
交付要綱 

環境課 
0766-51-6624 

富山県 
 

入善町 入善町公衆浴場衛生
設備改善事業補助金 

補助金 当町において公衆浴場の太陽熱利用温水設
備の改善を行う浴場業者 

経費の 1/6 以内(補
助対象限度額
600,000 円) 

H17～ 入善町公衆浴場衛生
設備改善事業補助金
交付要綱 

住民環境課 
0765-72-1824 

富山県 小矢部市 
 

小矢部市公衆浴場衛
生設備改善等補助金 

補助金 当市において公衆浴場の太陽熱利用温水設
備の新設又は更新を行う講習浴場業者 

経費の 1/3 以内(補
助対象限度額
600,000 円) 

S55～ 小矢部市公衆浴場衛
生設備改善等補助金
交付要綱 

生活環境課 
0766-67-1760 

京都府 
 

向日市 （継続） 
向日市ゼロカーボン推
進補助金 

補助金 太陽光発電設備を設置する事業所に対して、
補助金を交付します。 

・太陽光発電：５万円
/ｋＷ 

令和６年４
月１５日
（月）から
令和７年１
月３１日
（金）ま
で。ただ
し、予算の
上限に達し
次第終了 

https://www.city.
muko.kyoto.jp/kur
ashi/soshiki/kann
kyousangyoubu/zer
okabonsuisinka/gy
oumuannai/tikyuuo
nndannkataksaku/1
686812411995.html 

環境産業部ゼロカ
ーボン推進課 
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実施自治体 制度名称 
助成制度の概要 

実施期間 
備考 

(制度 URL、その他) 
担当部署 

方法 対象 
補助金額・限度額 
（償還方法・利率等） 

熊本県 
 

南小国町 太陽光発電設備等導
入促進事業補助金 

補助金 【対象者】 
町内に居住する個人または町内に事業所を
有する法人で、申請者及び同一世帯員が町
税を滞納していない者 

１事業につき１回 

○太陽光発電設備及び

風力発電設備 

 発電設備の公称最大

出力の合計値に２万円

を乗じて得た額、上限

２０万円 

○蓄電池 

 蓄電池購入及び設置

に係る補助対象経費の

総額と１０万円のいず

れか低い方の額 

令和６年４
月１日～令
和７年３月
３１日（予
算の範囲
内） 

https://www.town.
minamioguni.lg.jp
/news/2022/1830.h
tml 

まちづくり課 
0967-42-1171 

 


